
　　　（11）監査結果と意見

　　　　　②入居予定者の入居辞退への対応について（意見）

　退去時には，入居者が自己の負担において残置物を処理することが原則である。しかし，そのま
ま放置して退去されてしまうケースがある。
　残置物の所有権は入居者にあるため，旭川市は無断で処理することができない。旭川市として
は，まず入居者や連帯保証人等に処理するよう指示するものの，その指示に従わない場合には，残
置物処理に関する同意書を提出してもらった上で，旭川市が市費で処理する。
　この処理費用については，一旦旭川市が負担するとしても，本来は入居者や連帯保証人等が負担
すべきものである。そのため旭川市は，入居者や連帯保証人等に対して処理費用に関する債権（請
求権）を有していると言える。しかし現状の実務において，この請求権を行使しているかと言えば
必ずしもそうではなく，入居者や連帯保証人等が費用負担を拒むケースがある。そのような場合，
請求すること自体が難しいことは理解できるが，そのような状況においても旭川市としては，請求
可能な債権として認識することが適切な実務であるし，また所管部局内での情報共有も必要であろ
う。
　退去者の残置物処理費用の取扱いについて，今後，旭川市としての考え方や取扱いを改めて検討
することが望ましい。

　入居予定者が入居辞退する場合，所管部局は入居予定者から市営住宅入居申込辞退届の提出を求
め，その辞退に至った理由の記載を求めているが，当該辞退届をサンプリングして確認した結果，
「同居者からの承諾が得られない」，「入居予定者が物件の下見を行った結果，物件に対する自身
のイメージとの乖離があった」といった辞退理由があった。
　なお，辞退に至った理由の記載がない，白紙の辞退届の提出も散見された。
　このような辞退理由に鑑み，今後改善すべき課題として以下のような事項が挙げられるであろ
う。
　第１に，募集物件の室内写真をウェブサイトに掲載するなど，入居希望者が抱くイメージと，実
際の物件状況の乖離を可能な限り小さくするよう努めるべきである。
　第２に，入居予定者が辞退するに至った理由を的確に把握することは，市営住宅に対する市民の
ニーズに応え，ひいては入居率の向上の観点から重要であろう。辞退届には，入居辞退に至った理
由の記載を必ず求めることも必要である。

　　　　　⑤連帯保証人の確保が困難な入居希望者への対応について（意見）
　旭川市では，入居決定者は，原則として市長が指定する日までに一定の要件を具備する連帯保証
人が連署した市営住宅入居請書及び連帯保証人の印鑑証明書の提出を義務付けている。
　一方，改正民法の施行及び国土交通省の標準条例（案）の改正の趣旨を踏まえ，令和２年４月１
日に規則を改正し，特別の事情があると市長が認めた者に対しこれらの書類の提出義務を免除する
こととして，連帯保証人の免除要件を拡大するとともに，連帯保証人の資格要件から市内居住要件
と収入要件を削除し，その要件を緩和している。
　近年，単身高齢者が急増することを踏まえると，個人としての保証人を確保することが一層困難
になることが想定されることから，保証人に代えて緊急時の連絡先の登録を求めるとともに，法人
による家賃債務保証により入居を認めることも検討するべきである。

　　　　　⑦退去者の残置物処理費用について（意見）
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第４ 監査各論

　Ⅰ　市営住宅

　　１．募集・入居審査事務
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　　　　　④避難訓練について（意見）
　市営住宅での避難訓練は，令和３年からの直近10年間で，市営住宅課が把握している訓練とし
て，春光台団地，神楽岡団地，北彩都団地の３団地で実施したが，他の団地では実施したことがな
い。
　共同住宅の場合は，非特定用途の防火対象物になり，法には，年に○回といった避難訓練実施の
義務はないが，防火管理者を定めて，消防計画を作成し，計画を遂行する義務はある。
　市営住宅における消防計画では，定期的な避難訓練に関する定めは設けられていないが，入居者
の生活スタイルや年齢等が様々で，実施には困難を伴うことが想定されるため，直ちに全市営住宅
において避難訓練を行うことは現実的ではないが，まずは入居者に対して，避難に関する情報の提
供と周知を徹底して行うことが必要と思われる。

　　７．リスク管理

　滞納債権に関して，一元管理の体制を築くまでには時間と労力を要するであろうが，効率的な事
務の執行のためにも，また，滞納債権を少しでも回収するためにも，債権管理の専門部署の設置に
ついて一度検討すべきであると思われる。

　　４．現地視察

　　　（５）監査結果と意見

　　　　　⑨監査結果と意見

　　　　　　ｂ）駐車場使用料について（意見）
　現在，北彩都団地を除いて，旭川市は駐車場使用料を入居者から徴収していないが，駐車場を利
用している入居者間の公平性が確保されていないのが現状である。
　所管部局では平成25年度から供用を開始した北彩都団地から有料化を実施しており，これ以降に
新設，建替えを行う団地から有料化を進めていく考えとのことだが，受益と負担の適正化や駐車場
利用者間の公平性の観点から，今一度，駐車場使用料の在り方について検討する必要があると考え
る。

　　　（５）監査結果と意見

　　　　　　　ａ）債権管理部署の設置について（意見）

　　　　　　⑤滞納債権の管理・回収業務全般に関わる事項

　　　Ｃ．滞納債権に関する事務

　　　　（１）概要

　　３．徴収事務・滞納債権管理
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　　８．市営住宅の管理方法

　市営住宅管理業務の受託事業者の決定に当たっては公募型プロポーザル方式が採用され，業者の
参加を広く募集しているものの，直近２回は１者のみの参加表明で，同一業者であるのが現状であ
る。
　公募型プロポーザル方式を採用する以上，参加表明者が１者のみという現状が続くことは望まし
い姿とは言えないであろう。
　事業の受託にメリットがあるか否かは事業者の判断によるものだが，複数の事業者が参加表明す
ることで一種の競争関係が生まれ，より良い提案をした事業者を選定できるのが本来の姿であるこ
とは言うまでもない。そのような選定プロセスを経ることにより，住民へ提供するサービス水準の
向上にもつながると期待される。
　今後，参加表明者を増やすために，場合によっては公募型プロポーザル実施要領を見直すことが
あっても良いであろう。今後も公募型プロポーザル方式を採用していくのであれば，公募型プロ
ポーザルの目的を念頭に置きながら，参加表明者を増やす方策を継続的に検討していただきたい。

　　９．その他の事項

　　　（５）旭川市における市営住宅の管理方法

　　　　　③受託事業者決定までのプロセス

　　　　　　ｃ）監査結果と意見

　　　　　　　ロ　参加表明者が1者のみであることについて（意見）

　　　（２）特定公共賃貸住宅の今後の方向性について（意見）
　特定公共賃貸住宅の空家について所管部局は，高額所得者への住み替え先として提案したり，定
期募集及び随時募集での募集を行ってきたものの，申込者がいない状況が続いている。この要因に
ついて一概には言えないが，市内の民間賃貸住宅市場が成熟しており，民間賃貸住宅との家賃や設
備の比較で，特定公共賃貸住宅へのニーズが低いことが考えられるかもしれない。
　一方で，公営住宅については，募集倍率が高く，希望どおりに入居できない住宅も存在するのが
現状である。
　そこで，公営住宅への入居ニーズを満たす観点からも，今後，特定公共賃貸住宅については公営
住宅への転換が可能か否か検討を行い，可能であれば廃止の上，公営住宅へ転換することが望まし
いであろう。
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　　　（６）旭川市空家等対策計画

　　　　　③監査結果と意見

　　　　　　ｂ）評価指標の根拠について（意見）
　目標・評価指標を設定するに当たっては，なぜそのような設定をしたのか，明確な根拠が必要で
あろう。
　例えば「第８次旭川市総合計画等による指標」で言えば，目標件数は，計画策定時の特定空家等
から20棟減らすという目標の下設定した経緯があるとのことだか，なぜ20棟減らす必要あるのか曖
昧であった。
また「特定空家等の除却等の件数」で言えば，今後空家等の相談件数が増えていくことが予想され
ていたため，計画終了時点での「住民や近隣周辺に危害を及ぼすおそれがある適切に管理されてい
ない空き家の数」250件という目標を達成するために必要であろうと思われる年間での除却，是正
件数を設定したものとのことである。本来であれば相談件数の増加見込みを算定し，そこから何件
の除却を行えば250件が達成されるのかといった積み上げ方式で設定すべきであろう。
　評価指標の設定に当たっては，その明確な根拠が必要である。

　　１０．監査結果と意見

　　　　　③監査結果と意見

　　　　　　ｂ）補助金交付申請対象者の決定方法について（意見）
　当補助金は，受付期間内で補助金交付申請額が募集予算枠を超えた場合は，抽選により補助金交
付申請対象者を決定することとされている。過去に募集予算枠を超えて，抽選による交付決定に
至った例はない。しかし令和３年度より，損壊や崩壊の危険性が高い特定空家等についても補助対
象としたため，今後，募集が増え抽選を実施する可能性は考えられる。
　そこで，交付要件を満たす者の中から抽選で交付申請対象者を決定するのではなく，対象物件の
不良度等が高い順に決定する方法が望ましいのではないかと考える。具体的には，不良空家住宅で
あれば「住宅の不良度の測定基準」の評点が高い順に，特定空家住宅であれば「特定空き家住宅の
危険度判定基準」による判定による評点が高い順に決定することが望ましいであろう。不良度等が
高い住宅をより早期に解体することが地域住民の安全確保などの観点から重要であろうと考える。
　今後，補助金交付申請額が募集予算枠を超えた場合の補助金交付申請対象者の決定方法につい
て，今一度検討していただきたい。

　　　（５）不良空き家住宅等除却費補助事業

　Ⅱ　空家対策
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　　　　　　ｃ）旭川市空家等対策計画の見直しの方向性について（意見）
　旭川市空家等対策計画は平成29年度から令和３年度までの計画であり，今後次期計画が策定され
ることになる。所管部局によれば，現行計画にて掲げた施策について，十分に実施できていない項
目もあることから精査を行い，次期計画を策定予定とのことである。
　そこで以下において，次期計画の策定に対する提案を述べる。
　提案ⅰ．現行計画における評価指標の達成状況分析を充実させること。
　提案ⅱ．評価指標の項目を工夫すること。
　提案ⅲ．施策を実施する体制をより強化すること。
　空家発生を未然に回避する施策に，より注力できるような実施体制を今一度構築していただきた
い。難しいことかもしれないが，そのような体制を構築することが中長期的な空家問題の解決に貢
献するであろう。
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